
議案第 38 号 

 

多可町非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する 
条例の制定について 

 

 

 

 多可町非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 96 条第１項第１号の規定により、議決を求める。 

 

 

平成 26 年３月 18 日提出 

 

 

多可町長  戸 田 善 規  
 



多可町非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する  
条例 

 

                       平成２６年３月 日 

                       条 例 第     号 

 

 多可町非常勤消防団員退職報償金支給条例(平成 17 年多可町条例第

197 号)の一部を次のように改正する。 

 

 別表を次のように改める。 

 

 別表（第２条関係） 

 退職報償金支給額表 

 

 階級 

 

                        勤務年数 

 ５年以

上 

10年未

満 

10年以

上 

15年未

満 

15年以

上 

20年未

満 

20年以

上 

25年未

満 

25年以

上 

30年未

満 

30年以

上 

 

 

 団 長 

   千

円 

 ２３９ 

   千

円 

 ３４４ 

   千

円 

 ４５９ 

   千

円 

 ５９４ 

   千

円 

 ７７９ 

   千

円 

 ９７９ 

 副団長  ２２９  ３２９  ４２９  ５３４  ７０９  ９０９ 

 分団長  ２１９  ３１８  ４１３  ５１３  ６５９  ８４９ 

 副 分 団 長     ２１４  ３０３  ３８８  ４７８  ６２４  ８０９ 

 部長及び班長  ２０４  ２８３  ３５８  ４３８  ５６４  ７３４ 

 団 員  ２００  ２６４  ３３４  ４０９  ５１９  ６８９ 

 

   附 則 

１ この条例は、平成 26 年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の多可町非常勤消防団員退職報償金支給条例 

 別表の規定は、平成 26 年４月１日以後に退職した非常勤消防団員につ 

 いて適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前 

 の例による。 



多可町非常勤消防団員退職報償金支給条例新旧対照表

改 正現 行

別表 退職報償金支給額表 別表 退職報償金支給額表

勤 務 年 数 勤 務 年 数

年以上 年以上 年以上 年以上 年以上 年以上 年以上 年以上 年以上 年以上 年以上 年以上階 級 階 級5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30
年未満 年未満 年未満 年未満 年未満 年未満 年未満 年未満 年未満 年未満10 15 20 25 30 10 15 20 25 30
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

団 長 １８９ ２９４ ４０９ ５４４ ７２９ ９２９ 団 長 ２３９ ３４４ ４５９ ５９４ ７７９ ９７９

副団長 １７９ ２７９ ３７９ ４８４ ６５９ ８５９ 副団長 ２２９ ３２９ ４２９ ５３４ ７０９ ９０９

分団長 １６９ ２６８ ３６３ ４６３ ６０９ ７９９ 分団長 ２１９ ３１８ ４１３ ５１３ ６５９ ８４９

１６４ ２５３ ３３８ ４２８ ５７４ ７５９ ２１４ ３０３ ３８８ ４７８ ６２４ ８０９副 分 団 長 副 分 団 長

１５４ ２３３ ３０８ ３８８ ５１４ ６８４ ２０４ ２８３ ３５８ ４３８ ５６４ ７３４部長及び班長 部長及び班長

６３９ ６８９団 員 １４４ ２１４ ２８４ ３５９ ４６９ 団 員 ２００ ２６４ ３３４ ４０９ ５１９
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